
東副会長  

（万徳町公民館長） 

【古賀会長挨拶】 

山根前会長におかれましては長年会長を務められ感謝申し上げます。地域を作ること
によって人が育つ。人が育つことで地域が立派になると申します。地域の皆様とネッ
トワークを持ちながら頑張っていきたいと思いますので、これからもよろしくお願い
致します 
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

清水地区自治協議会の新役員が決定しました。 
 

今年度清水地区自治協議会の総会はコロナ感染防止対策のため、郵送による書面表決が行われ、

次のような新役員体制となりました。 

古賀新会長    吉村副会長    辻副会長     西田副会長           

（福田町一組公民館長） （天満町町内会長）（西大久保町公民館長） 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 

 

【 議 事 】 

第１号議案 令和元年度自治協事業報告 
 

 第 2号・第 3号議案  令和元年度自治協決算報告・監査報告 
 
 第 4号議案  役員選出  

すべて原案通り承認されました。 

 部会 役職名 氏  名 出身団体 

 

部会 役職名 氏  名 出身団体 

 

本部役員 

会 長 古賀 良一 天満町内会 
 
福祉推進
部  会 

部会長 都知木 和博 民生委員 

副会長 吉村 勝利 福田町１公民館長 副部会長 須藤  廣光 民生委員 

 〃 辻  博 天満町町内会長 副部会長  田端  純子 中通町町内会長 

 〃 西田 稔 西大久保町公民館長 会 計 末安 由美子 宮田町町内会 

 〃 東  在久 万徳町公民館長 

青 少 年 
部  会 

部会長 田中 法明 清水中校区青少年健全育成会 

会 計 森  浩徳 宮田町公民館長 副部会長 一ノ瀬 公治 清水中学校育友会 

監 査 外間 雅広 城山町町内会長 副部会長 友廣 克嘉 大久保小 PTA会長 

 〃 村田 絵理 城山町町内会 副部会長 小川 秋芳 福田町公民館長 

総務部会 
 

部会長 吉村 勝利 福田町１公民館長 会 計 犬塚 信一郎 清水小 PTA 会長 

副部会長 秋山 団一 弓有公民館館長 
防犯防災
部  会 

部会長 篠﨑 英明 第 2中隊分団長 

会 計 森  浩徳 宮田町公民館長 副部会長 寺田 克成 消防団１５分団長 

生涯学習
部  会 
 

部会長 野口 健治 スポーツ推進委員 会 計 堀川 英紀 消防団１6分団長 

副部会長 木須  幸 大久保１の組町内会長 
保健環境
部  会 

部会長 鶴  陽一 上町町内会 

副部会長 石橋 和子 城山町町内会 副部会長 本田 建司 保立町１公民館 

会 計 吉原久美子 中通町町内会 会 計 佐保 勝正 上町町内会 

森会計 

（宮田町公民館長） 

しみず自治協だより  
                        発行：清水地区自治協議会【清水地区公民館内】 
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第 5号議案 令和 2年度 事業計画（案）について…次のように決定しました。 

Ⅰ．清水地区自治協議会 事業計画 

 （１）総会の開催：総会 年１回、臨時総会 年１回 （２）理事会の開催：年６回程度 

 （３）企画・連絡・調整：部会を横断する事項や事業等の連絡調整、整理 

（４）自治協だよりの発行：年４回  （５）事務局の運営 

Ⅱ．専門部会 事業計画 (事業計画はコロナ等により変更となる場合があります) 

１．総務部会 

 （１）部会の開催（理事会の前に開催）（２）視察研修事業開催（３）バスハイク開催 

２．生涯学習部会 

 （１）部会の開催（２）県公民館大会 （３）公民館まつり （4）清水大久保地区歴史探訪                     

３．福祉推進部会 

（１）部会の開催（２）福祉フェスティバル（３）味噌づくり体験 （4）福祉講習会 他                 

４． 青少年部会 

（１）部会の開催（２）薩摩芋栽培・芋掘り体験（３）講習会 他 

５．防犯防災部会 

（１）部会の開催（２）防犯防災対策事業（３）交通安全対策 他                   

６．保健環境部会 

（１）部会の開催（２）通学路等環境整備事業（３）河川環境整備事業 他 

第 6号議案  令和元年度 収支予算（案）について 

 執行部より令和元年度の予算案が上程され、審議の結果原案可決されました。 

第 7号議案 規約の一部改定について 

 福祉推進部会への保護司会の加入が審議され可決されました。 
【改定後】 

別表（第 15 条第 2 項関係） 
           

各町内会担当者若干名 

         民生委員代表 4 名 

          主任児童委員 2 名 

          老人クラブ代表者 2 名 

          保護司会 

 

第 8号議案  福祉推進協議会の令和 3年度からの自治協議会への合流について 

   福祉推進協議会は令和 3 年度に自治協・福祉推進部会へ統合するよう審議され、可決されました。 

第 9号議案  各町負担金について 

  ２，０００円(現行) ＋（２０円× 町内会世帯数）の負担金増額が決定しました。 

第 10号議案 役員報酬について 役員の市主催会合出席の増加により今年度より役員報酬を支払う。 

第 11号議案 諮問機関の設置について(9号・10号の内容検討として) 

 清水校区・大久保校区より２名ずつ選出する 

【退任のご挨拶】 

（２）             令和元年 5 月 8 日 第 1 号  

 

 

 
【編集後記】 
事務局としてスタートし

た途端コロナウィルスによ

る洗礼を受けまして、理事

会｡総会等主要会議が行われ

ず、本部役員､理事、各部会

の皆様には多大なご迷惑を

おかけしている事をお詫び

申し上げます。 

出来れば楽しく和やかに

やっていきたいと思ってい

ます。皆様のご協力、ご理解

をよろしくお願いいたしま

す。  

（新事務局長 朝日） 

福祉推進部会 

山根前会長 

清水地区自治協議会会長在職中は皆様にご協力ご尽力いただき厚く御礼申し上げま
す。みんな笑顔で人が輝き、町が輝き、夢が輝く 優しい町を作り上げましょう。
一人の百歩より千人の一歩 ワンチームで頑張っていって下さい。ありがとうござ
いました。 

室屋事務局長 

 清水地区自治協議会スタートから 3 年間、事務局長という立場から 
この清水・大久保地区の町内会長・公民館長・自治会長をはじめ、地域の様々な方
とふれあい、親しくさせていただきました。充分な役目は果たせませんでしたが、
3 年間の充実した時間を皆さんと共有出来たことをうれしく思います｡ 
ありがとうございました。 


